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	「佐賀県外国人材日本語力向上支援事業補助金」
	ステップ
	交付までの流れ
	まずは研修内容の検討からスタート！
	受講者の日本語レベル、目指したい日本語レベル、 期間、費用等について、研修機関等と相談して 研修内容を検討してください。 　※研修内容についてお困りの場合は、 　　佐賀県中小企業団体中央会までご相談ください。
	書類はチェックに 沿って進めるだけ。 かんたんに作成できます

	交付申請
	「交付申請書」を提出してください。 交付決定の場合、中央会から交付決定通知書を送付します。 ※申請書等は表面のQRコードからダウンロードできます。

	事業実施
	事業計画に沿って補助事業を実施 随時、研修の様子や学習の進捗状況を確認してください。

	実績報告・補助金の請求
	「補助事業実績報告書」を提出してください。 　※事業完了日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の２月１０日        のいずれか早い日まで。実績報告の内容を審査の上補助金の額を中央会が 　　確定し、額の確定通知書をお送りします。 　　額の確定後、「補助金交付請求書」により中央会へ請求してください。



